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Ⅰ 個人所得課税

１ 所得税の定額減税

Ｑ１ 定額減税制度の概要

過去２年間で所得税・個人住民税の税収が3.5兆円増加する中で、物価高・

社会保障料の負担増加など、国民負担率の高止まりが続いています。

令和６年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負

担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、３兆円半ばの規模で

所得税・個人住民税の定額減税が実施されるそうですが、所得税の定額減税

制度の概要について教えて下さい。

POINT

納税者及び配偶者を含めた扶養家族１人につき、令和６年分の所得税

３万円の減税が行われます。ただし、合計所得金額が1,805万円超（給与

収入2,000万円超に相当）の者及び非居住者に該当する者については、定

額減税の対象外とされます。

Ａ
居住者の令和６年分の所得税については、その者のその年分の所

得税の額から、令和６年分特別税額控除額が控除されます。ただし、

その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額が1,805万円を超え

る場合については、この限りではありません（措法41の３の３①）。

また、令和６年分特別税額控除額は、次の金額の合計額とされます。ただ

し、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額が限度とさ

れます（措法41の３の３②）。

① 居住者（本人）…３万円

② 居住者の一定の同一生計配偶者又は扶養親族（居住者に該当する者に限

ります。以下「同一生計配偶者等」といいます。）…１人につき３万円
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③ 本措置の適用を受けるために「給与等の支給額の引上げの方針、取引先
との適切な関係の構築の方針その他の事項」を公表しなければならない者
に、常時使用する従業員の数が2,000人を超えるものが追加されます（措法
42の12の５①）。

④ 本措置の適用を受けるために公表すべき「給与等の支給額の引上げの方
針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項」における取引先に
消費税の免税事業者が含まれることが明確化されます。�図表Ⅴ―１� 大企業向け賃上げ税制の拡充等
区 分

改 正 前
改 正 後通

常
要
件

適用要件 継続雇用者給与等支給増加割合が３％以上増加マルチステークホルダーに配慮した経営への取り組みを宣言「資本金10億円以上、かつ、
従業員1,000人以上」

「資本金10億円以上、かつ、
従業員1,000人以上」又は「常
時使用従業員数2,000人超」雇用者給与等支給額が前年度を上回ること税額控除額 控除対象雇用者給与等支給増

加額の15％
控除対象雇用者給与等支給増
加額の10％上

乗
要
件

適用要件

（賃上げ）

継続雇用者給与等支給増加割合が４％以上増加

税額控除額 控除対象雇用者給与等支給増
加額の25％（控除率10％上乗
せ）

控除対象雇用者給与等支給増
加額の15％（控除率５％上乗
せ）適用要件

（賃上げ） 継続雇用者給与等支給増加割
合が５％以上増加税額控除額

控除対象雇用者給与等支給増
加額の20％（控除率10％上乗
せ）適用要件

（賃上げ） 継続雇用者給与等支給増加割
合が７％以上増加

Ⅴ 法人課税
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